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〔別紙様式２－１〕 

山村振興計画書 

 

 

 
都 道 府 県 名 市 町 村 名 作 成 年 度 

 
岩 手 県 一 戸 町 令 和 ７ 年 度

 
振 興 山 村 名 旧浪 打 村 、 旧 姉 帯 村

 
指 定 番 号 昭和 45 年（第 720 号）
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Ⅰ．地域の概況 

１．自然的条件 

（１）地理、地勢 

　本町は、岩手県の北部に位置し、東は九戸村、南は岩手町及び葛巻町、西は八幡平市、北は

二戸市に隣接しており、主要各地への距離は、県都盛岡市まで南へ約60㎞、青森県八戸市まで

は北へ約50㎞となっている。 

本町の地勢は、北上山地と奥羽山脈に囲まれ、南西部に位置する標高1,018mの西岳を頂点に、

北に傾斜する丘陵地がほとんどを占めている。県内第二の大河･一級河川馬淵川が町のほぼ中

央部を北に向かって貫流し、市街地はその河岸段丘上に発達している。 

本町の振興山村（以下、「本地域」という。）は、旧浪打村と旧姉帯村である。総面積は7,

131㏊（浪打村：4,554㏊、姉帯村：2,577㏊）で、本町の約23.8％を占めており、このうち大部

分が林野となっている。また、本地域の耕地面積は94㏊で、総面積の1.3％となっている。 

 

（２）気候 

本町は、最高気温と最低気温の差が大きい内陸性気候を呈している。台風や地震等の災害も

少ないことから、総じて住みやすい自然環境にあるが、一部は標高が高く、冬は寒さも厳しく

なる。 

 

２．社会的及び経済的条件 

（１）人口の動向 

本町の人口は、最近10年間で19.0％減少し、令和２年には11,494人となっている。また、65

歳以上の高齢化率は42.5％となっている。 

本地域の人口は、令和２年で2,195人となっており、最近10年間では26.1％減少している。ま

た、65歳以上の高齢化率は47.6％となっており、担い手不足による森林、農用地などの管理機

能が低下しつつある｡ 

年齢階層別人口の動向 

（単位：人、％） 

 

 
年度

振興山村

 総数 0～14 歳 15～29 歳 30～44 歳 45～64 歳 65 歳以上

 
H17 年

3,290 

(100%)

　  366 

（11.1％）

373 

（11.3％）

494 

（15.0％）

928 

（28.2％）

1,129 

 （34.3％）

 
H22 年

2,971 

(100%)

292 

（9.8％）

282 

（9.5％）

432 

（14.5％）

864 

（29.1％）

1,101 

（37.1％）

 
H27 年

2,710 

(100%)

268 

（9.9％）

229 

（8.5％）

385 

（14.2％）

739 

（27.3％）

1,089 

（40.2％）

 
R2 年

2,195 

(100%)

135 

（6.2％）

188 

（8.6％）

211 

（9.6％）

617 

（28.1％）

1,044 

（47.6％）
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出典：国勢調査、一戸町町民課調べ　 

（小数点以下について四捨五入しているため、比率が一致しない場合もある） 

（令和２年国勢調査において年齢不詳14名のため、各年代の合計人数が総数と一致しない） 

 

（２）産業構造の状況 

本町における令和３年度の産業構造別総生産額は、第一次産業18.6％、第二次産業17.9％、

第三次産業63.6％となっている。 

産業構造別総生産額の状況 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％） 

出典：令和３年度岩手県市町村民経済計算年報 

（小数点以下について四捨五入しているため、比率が一致しない場合もある） 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度

町全体

 総数 0～14 歳 15～29 歳 30～44 歳 45～64 歳 65 歳以上

 
H17 年

15,549 

(100%)

1,679 

（10.8％）

1,944 

（12.5％）

2,312 

（14.9％）

4,637 

（29.8％）

4,977 

 （32.0％）

 
H22 年

14,187 

(100%)

1,384 

（9.8％）

1,502 

（10.6％）

2,017 

（14.2％）

4,374 

（30.8％）

4,910 

（34.6％）

 
H27 年

12,919 

(100%)

1,211 

（9.4％）

1,215 

（9.4％）

1,788 

（13.8％）

3,876 

（30.0％）

4,829 

（37.4％）

 
Ｒ２年

11,494 

(100%)

987 

（8.6％）

1,018 

（8.9％）

1,447 

（12.6％）

3,147 

（27.4％）

4,881 

（42.5％）

 
年度

町全体

 全体 1次産業 2次産業 3次産業

 
H27 年

38,540 

(100%)

4,537 

(11.8%)

7,724 

(20.0%)

26,279 

(68.2%)

 
H29 年

40,857 

(100%)

6,016 

(14.7%)

8,446 

(20.7%)

26,395 

(64.6%)

 
令和元年

41,750 

(100%)

7,065 

(16.9%)

8,485 

(20.3%)

26,200 

(62.3%)

 
令和３年

39,162 

(100%)

7,265 

(18.6%)

6,998 

(17.9%)

24,899 

(63.6%)
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本町における令和２年度の産業別就業人口は、第一次産業が1,157人、第二次産業が1,443人、

第三次産業が3,146人となっている。 

産業構造別就業人口の状況 

（単位：人、％） 

出典：国勢調査 

（就業者の全体人数には、分類不能人数が含まれるため、各産業区分の合計と一致しない。） 

 

（３）土地利用の状況 

　本地域の令和２年度における土地利用状況は、耕地1.3％となっており、遊休農地などの対策

が課題となっている。 

土地利用の状況 

（単位：ha） 

 
年度

町全体

 全体 1次産業 2次産業 3次産業

 
H17 年

7,739 

(100%)

1,951 

(25.2%)

2,137 

(27.6%)

3,646 

(47.1%)

 
H22 年

6,751 

(100%)

1,571 

(23.3%)

1,737 

(25.8%)

3,435 

(50.9%)

 
H27 年

6,229 

(100%)

1,271 

(20.4%)

1,587 

(25.5%)

3,359 

(53.9%)

 
令和２年

5,746 

(100%)

1,157 

(20.1%)

1,443 

(25.1%)

3,146 

(54.8%)

 

年度

振興山村

 総土地 耕地面積 林野面積

 面積 田 畑 樹園地 その他 森林

 

H17 年

 

7,181 

(100%)

 

222 

(3.1%)

 

102 

(1.4%)

 

116 

(1.6%)

 

６ 

(0.1%)

 

- 

(%)

 

5,782 

(80.5%)

 

- 

(%)

 

H22 年

 

7,181 

(100%)

 

187 

(2.6%)

 

88 

(1.2%)

 

95 

(1.3%)

 

４ 

(0.1%)

 

- 

(%)

 

5,742 

(80.0%)

 

- 

(%)

 

H27 年

 

7,131 

(100%)

 

145 

(2.0%)

 

76 

(1.1%)

 

65 

(0.9%)

 

４ 

(0.1%)

 

- 

(%)

 

5,858 

(82.1%)

 

- 

(%)

 

R2 年

 

7,131 

(100%)

 

94 

(1.3%)

 

56 

(0.8%)

 

35 

(0.5%)

 

3 

(0.1%)

 

- 

(%)

 

- 

(%)

 

- 

(%)



5 

出典：全国都道府県市区町村別面積調、農林業センサス 

 

 

（４）財政の状況 

　自主財源である町税の比率が低く、地方交付税や国県支出金への依存が高い当町にとって、

財政運営は地方財政計画の影響を大きく受けている。また、歳出においても、国の施策が強く

反映される医療・福祉サービスに対する負担が増加しており、財政構造の硬直化が課題となっ

ている。 

市町村財政の状況（町全体） 

（単位：千円、％） 

 

年度

町全体

 総土地 耕地面積 林野面積

 面積 田 畑 樹園地 その他 森林

 

H17 年

 

30,011　

(100%)

 

2,998 

(10.0%)

 

450 

(1.5%)

 

2,499 

(8.3%)

 

49 

(0.2%)

 

- 

(%)

 

21,794 

(72.6%)

 

21,794 

(72.6%)

 

H22 年

 

30,011　

(100%)

 

2,458 

(8.2%)

 

401 

(1.3%)

 

2,028 

(6.8%)

 

29 

(0.1%)

 

- 

(%)

 

21,640 

(72.1%)

 

21,603 

(72.0%)

 

H27 年

 

30,003　

(100%)

 

2,638　

(8.2%)

 

332 

(1.1)

 

2,241　

(7.5%)

 

65 

(0.2%)

 

- 

(%)

 

22,076 

(73.6%)

 

22,039 

(73.5%)

 

R2 年

 

30,003　

(100%)

 

1,835 

　(6.1%)

 

260 

(0.9%)

 

1,558 

　(5.2%)

 

17 

(0.1%)

 

- 

(%)

 

21,714 

(72.4%)

 

21,677 

(72.2%)

 区              分 平成 25 年度 令和５年度

 歳  入  総  額  Ａ 

  一  般  財  源 

  国  庫  支  出  金 

都道府県支出金 

  地  方  債 

  そ  の  他 

歳  出  総  額  Ｂ 

  義  務  的  経  費 

  投  資  的  経  費 

          うち普通建設事業 

  そ  の  他 

歳入歳出差引額  Ｃ（Ａ－Ｂ） 

翌年度へ繰越すべき財源  Ｄ 

  実質収支  Ｃ－Ｄ

9,493,203 

5,219,867 

1,584,311 

736,778 

858,300 

1,093,947 

9,163,933 

3,280,929 

2,131,759 

1,517,728 

3,751,245 

329,270 

147,266 

182,004

9,851,297 

5,583,595 

1,293,143 

690,249 

746,000 

1,538,310 

9,402,859 

3,584,486 

1,427,126 

1,119,417 

4,391,247 

448,438 

103,503 

344,935

 財  政  力  指  数 0.30 0.34 
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　出典：平成 25年度及び令和５年度の地方財政状況調査 

 

Ⅱ．現状と課題 

１．これまでの山村振興対策の評価と問題点 

　本地域は、昭和 45 年度に振興山村の指定を受け、これまで５期にわたり山村振興計画を策

定し、道路網の整備を主体に、農道、林道及び用水路等の農林業の基盤整備等により、農林業

所得の向上を図ってきた 

　これらの対策により農業生産基盤及び生活環境等の整備が進み、町中心部との生産・生活条

件の格差の縮小に大きく貢献するとともに、地域の活性化が図られたところである。しかしな

がら、依然として人口の減少に歯止めがかからず、また、高齢化が進行しているところである。 

 

２．山村における最近の社会、経済情勢の変化 

　国際化や都市化の進行に加えて、我が国全体の人口が減少局面を迎える中、製造業等の産業

の誘致も低迷するなど本地域内の雇用情勢は厳しい状況である。また、高校卒業後の若年層流

出が続いており、山村地域社会の維持が困難化している。 

 

３．山村における森林、農用地等の保全上の問題点 

森林については、小規模零細な森林所有構造に加え、木材の需給バランスの情勢により積極

的な木材資源の利活用がなされないことや、森林所有者の経営意欲の低下、高齢化を主な要因

として、主伐後の再造林が行われないなど、適切な森林整備への影響が懸念されている。 

農用地については、特に山間地に点在している水田において良質米品種の作付けが非常に困

難な生産環境におかれている。また、葉たばこについても栽培圃場の多くが小規模かつ傾斜地

であり生産条件に恵まれていないことなどから、耕作条件が不利な山間地において耕作放棄地

が増えている。 

このような状況は近年の人口減少や高齢化の進行により特に拍車がかかっている状況であ

り、森林、農用地の有する国土保全機能の十分な発揮に向け、農林地の効率的な保全管理技術

の導入や、農林産物等の利活用と併せた保全活動の推進等の持続可能な仕組みの導入が急務と

なっている。 

 

４．山村における新たな課題 

農林産物などの一次産品については、地域内で自給できる潜在能力を有しているが、労働力

の不足に加え、付加価値を高める一次産品の加工が低調、さらには販売や流通に問題を抱え、

地域産品を所得の増加に結びつける力が弱い。このため、引き続き産業基盤の整備を図るとと

もに、地域資源を活用し安定的に雇用を確保できる産業の育成を進めて行く必要がある。 

また、本地域内にある御所野遺跡の世界遺産登録後の効果として観光客の増加が期待される

 公 債 費 負 担 比 率 

実 質 公 債 費 比 率 

経 常 収 支 比 率 

地 方 債 現 在 高

18.7 

10.6 

85.6 

8,578,207

11.0 

5.7 

91.7 

7,293,405
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が、それに連動した産業基盤整備も進める必要がある。 

　さらに、森林及び未利用木材などの資源については、木質バイオマスエネルギーをはじめと

して、地域内で自給できる潜在力を有しているが、労働力不足のため十分に活用できておらず、

経済的にも環境的にも非効率な状態となっている。 

 

 

Ⅲ．振興の基本方針 

１．本地域の自然的、社会的及び経済的条件の特徴と抱える問題点等 

本地域の大部分は森林で、耕地が狭小で少ないことに加えて、平地が少なく企業立地や地域

内移動の条件も不利である。 

このようなことから地域内の雇用機会に恵まれず、高校卒業後の若年層流出が続き、それを

要因とする人口減少や高齢化が著しい状況にあり、山村地域社会の維持が困難化している。 

また、本地域において引き続き重要な産業である農林業が低迷しており、農林業の生産活動

を通じて発揮される国土や自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承、環境教育の

場の提供といった山村の有する多面にわたる機能の十分な発揮が危惧される状況にある。 

 

２．本地域の特性を生かした地域活性化の方針及び森林、農用地等の保全の方針 

　本地域は、大規模な工場等の立地条件が不利である。また、人口減少や高齢化が著しい状況

にある。このような状況に対応するため、既存施設の活用等により事業地を創出することが必

要である。この時、地域に長年にわたり受け継がれる伝統工芸の発展や継承、豊富な農産物等

の販売・加工に繋がる個々の取組に対応することができ、これが本地域の特性を活かす活性化

策となる。 

また、県都盛岡市と青森県の中核市である八戸市との中間に位置しており、昭和 61 年の一

戸インターチェンジの整備に伴い、本地域から両市へのアクセスは大幅に改善している。資源

や潜在力を活かした地域産業への就業を優先させつつも、好アクセスを活用し遠隔地での就業

を容認し居住地を本地域とすることで集落の維持、地域活性化を図りたい。さらに、公営住宅

や子育て支援住宅の改修、整備をすることによって居住地確保につなげていくこととしたい。 

また、森林や農用地等の保存にあっては森林、農用地の有する国土保全機能の十分な発揮に

向け、農林地の効率的な保全管理技術の導入や、農用地、森林及び未利用木材などの利活用と

併せた保全活動の推進等の持続可能な仕組みの導入等が急務となっている。 

 

３．山村振興の目標を達成するための主な方法 

本地域の振興の方針を踏まえ、①森林、農用地等の多面的機能を維持継承するための基盤整

備、②地域ぐるみの加工販売や都市との交流、観光の振興等を通じた地域農林水産物等の高付

加価値化やブランド化、③住民生活の快適性を向上するための生活環境の整備、④既存施設の

活用等による事業地の創出、⑤伝統工芸の発展や継承等を推進することとする。 
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Ⅳ．振興施策 

１．振興施策 

 

（３）産業基盤施策 

・生産条件が不利な農業の生産性向上と農家の高齢化に対応した省力化を図るため、ほ場

及びかんがい排水等の整備の推進を図る。 

・未利用地、低利用資源について６次産業化等によって活用を推進する。 

・新工業団地等の造成整備に限らず、現有の工場等の大規模改修や拡張を図る。 

・基幹路網の整備を推進する。 

 

（４）経営近代化施策 

　　・低迷する農林業の振興を図るために農林産物の直売施設等の整備を推進し、意欲ある農 

家の所得増加に繋がるシステム構築を進める。 

 

（５）地域資源の活用に係る施策 

　　・伝統工芸品竹細工等の継承活動を推進する。 

 

（７）社会、生活環境施策 

　　・住民の生活環境の向上を図るため、公営住宅や子育て支援住宅の改修、整備を推進す 

る。 

 

（９）集落整備施策 

　　・住民の生活環境の向上を図るため、集落施設の整備を推進する。 

 

（12）森林、農用地等の保全施策 

　　・公共施設の木造化のほか、用材とならないものは木質チップとしてボイラー燃料とし

ての利用を推進する。 

　　・森林の保全を図るため、森林病害虫等防除事業を実施する。 

　　・地域住民と連携した里山林の保全活動を実施する。 

 

（13）担い手施策 

　　・新規就農、後継者、集落営農の育成支援を推進する。 

 

２．産業振興施策促進事項の有無 

 産業振興施策促進事項の記載 記入欄 

（該当する欄に○を記入）

 記載あり（別紙参照） 　　　　　　

 記載なし ○



9 

Ⅴ．他の地域振興等に関する計画、施策等との関連 

本町は、地域防災計画、国土強靭化地域計画の推進を図っている。また、本地域は、過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号）に基づく過疎地域にも指

定されており、過疎地域持続的発展計画を策定している。 

加えて、令和５年度に第６次一戸町総合計画後期基本計画（計画期間：令和５年度～令和８

年度）を策定し、今後の地域づくりの指針を明らかにしていることから、本地域の振興につい

ては、これらの計画と整合を図りながら推進するものとする。


